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令和 5 年度 公正採用選考人権啓発推進員研修 

R5.11.14（火）五所川原市民学習センター大教室 

 

「労働者派遣事業と職業紹介事業の公正な採用選考について」 

青森労働局職業安定部  

需給調整事業室長 山田俊輔  

 

１ 労働者派遣事業                           

１）事前面接の禁止 
◆法２６条第６項 
 

事前に派遣先が派遣労働者を指名すること、派遣就業の開始に面接を行うこと、履
歴書を送付させることなどは原則的に禁止（※）されている。派遣元事業主はこれら
に協力をしてはならない。 
（※）紹介予定派遣は除く 

 
 
２）雇い入れ前の待遇に関する事項などの説明 ～ 派遣労働者としての雇い入れ時 

◆法３１条の２第１～２項 
 

労働契約前に労働者に対して以下の説明が必要 
①派遣労働者であること 
②雇用された場合の賃金の見込み額などの待遇を書面により説明すること 
③派遣元事業主の事業運営に関すること 
④労働者派遣制度の概要 
⑤キャリアアップ措置（教育訓練やキャリアコンサルティング）の内容 

 
 
３）派遣労働者に係る雇用制限の禁止 

◆法３３条第１～２項 
 
①派遣元は正当な理由なく、派遣労働者等に対し派遣終了後、派遣先に雇用されるこ
とを禁ずる旨の契約してはならない。 
②派遣元は正当な理由なく、派遣先との間で、当該派遣労働者等との雇用契約終了後、
派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約をしてはならない。 
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４）雇用安定措置の内容（派遣労働者の派遣期間の到来） 
◆法３０条第１項第１～２号、則第２５条の３ 

①派遣先への直接雇用の依頼 
②新たな派遣先の提供（合理的なものに限る） 
③派遣元事業主での派遣労働者以外としての無期雇用 
④その他安定した雇用の継続を図るための措置（雇用維持したままの教育訓練等） 

 
＊②その条件が、派遣労働者の能力、経験、居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の
以前の派遣契約の待遇等に照らして合理的なものになっているか 

【例１】：これまで SE 業務に従事し今後の希望も同一であるにも関わらず、清掃
業務を提示 
【例２】：居住地通勤範囲の派遣従事から本人の希望していない転居を伴う派遣先
の提示 

上記例は、合理的とはいえない 
 
 

５）マージン率等の情報提供 
◆法２３条第５項 
◇人材サービス総合サイトを積極的にご利用ください！ 
 
・問い合わせあり ～派遣先として派遣事業を利用したいが、初めてなのでどこから
どのようにすればよいか 
・一通りの派遣制度の説明の後、人材サービス総合サイトを積極的に周知している 
・マージン率等の法令でインターネットにより情報公開することになっている。 
・自社ホームページでも情報公開は法令上可となっている。 
 
〇派遣利用希望者が、派遣元事業主の選択がしやすくなるよう、人材サービス総合サ
イトの積極的な活用をお願いします。 

 
 
 
 
  



   

3 
 

２ 職業紹介事業                             

１）業務目的明示 ～ 改正職業安定法 令和 4 年１０月１日施行 
■法３２条の１３、則第２４条の５第１項、■法５条の５ 
□職業紹介事業の運営ルールが変わります 

 
求職者の個人情報を収集する際は、業務目的をウェブサイトに掲載するなどして明ら
かにしなければならない。 

【例】：×職業紹介のために使用します。 
【例】：〇職業紹介で応募を希望する求人先に応募情報をする際に使用します。 
【例】：〇職業紹介で求職者に開示の許諾を得た業務提携先に提供する際に使用す

る際に使用します。 
 
 
２）労働条件の明示 ～ 改正職業安定法施行規則 令和６年４月１日施行 

□求職者への労働条件明示のルールなどが変わります！ 
 
 
３）法令・指針の遵守 ～ 医療等３分野の採用にあたって 

□リーフレット：職業紹介事業運営のルールを守りましょう！ 
 
 
４）就職者数等の情報提供 

■法３２条の１６第３項 
□リーフレット：職業紹介事業運営のルールを守りましょう！ 

 
・派遣事業に比べると職業紹介事業の利用に対する問い合わせは少ないが、就職を希
望者はインターネットでの利用者登録時の参考に人材サービス総合サイトを一定数
利用していることを把握している。 
・マージン率等は法令※でインターネットにより情報公開することになっている。 
 
〇民間の職業紹介事業所の利用希望者が、職業紹介事業主の選択しやすくなるよう、
人材サービス総合サイトの積極的な活用をお願いします。 
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下、派

遣法） 

 

◆派遣法：（契約の内容等） 

第二十六条 労働者派遣契約（当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約

する契約をいう。以下同じ。）の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当

該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異

に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。 

６ 労働者派遣（紹介予定派遣を除く。）の役務の提供を受けようとする者は、労働

者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者

を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。 

 
 

◆派遣法：（待遇に関する事項等の説明） 

第三十一条の二 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合に

おける当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他

の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。 

 

派遣法施行規則：（待遇に関する事項等の説明） 

第二十五条の十四 法第三十一条の二第一項の規定による説明は、書面の交付等その

他の適切な方法により行わなければならない。ただし、次項第一号に規定する労働者の

賃金の額の見込みに関する事項の説明は、書面の交付等の方法により行わなければな

らない。 

２ 法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、

健康保険法（大正十一年法律第七十号）に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保

険法（昭和二十九年法律第百十五号）に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法

（昭和四十九年法律第百十六号）に規定する被保険者となることに関する事項その他

の当該労働者の待遇に関する事項 

 
 

◆派遣法：（派遣労働者に係る雇用制限の禁止） 

第三十三条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しよう

とする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者（派遣先であ

つた者を含む。次項において同じ。）又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業

主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。 

２ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先とな

ろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業
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主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。 

 
 

◆派遣法：（特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等） 

第三十条 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者（期間を定めて雇用され

る派遣労働者をいう。以下同じ。）であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所に

おける同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る

労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの（以下「特定有期

雇用派遣労働者」という。）その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者と

して厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする

労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令

で定めるもの（以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。）に対

し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなけれ

ばならない。 

一 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求

めること。 

二 派遣労働者として就業させることができるように就業（その条件が、特定有期雇用

派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なもの

に限る。）の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供

すること。 

 

派遣法施行規則：第二十五条の三  

法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者等

の居住地、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事

項とする。 

 
 

◆派遣法：（事業報告等） 

第二十三条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を

行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣

に提出しなければならない。 

５ 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事

業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の

数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除

した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働

省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派

遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして

厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。 

  



   

6 
 

職業安定法（以下、安定法） 

 

■安定法：（取扱職種の範囲等の明示等） 

第三十二条の十三 有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦

情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者

及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項

について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなけ

ればならない。 

 

安定法施行規則：（法第三十二条の十三に関する事項） 

第二十四条の五 法第三十二条の十三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりと

する。 

一 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 

二 返戻金制度（その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ず

る事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又は一

部を返戻する制度その他これに準ずる制度をいう。以下同じ。）に関する事項 

２ 法第三十二条の十三の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理

した後、速やかに、第十七条の七第二項各号に掲げるいずれかの方法により行わなけれ

ばならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれら

の方法によることができない場合において、当該明示事項をあらかじめこれらの方法

以外の方法により明示したときは、この限りでない。 

３ 第十七条の七第二項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面

被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行

われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられた

ファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。 

４ 有料職業紹介事業者は、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、手数料表、返

戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程を掲示しなければ

ならない。 

 

 

■安定法：（求職者等の個人情報の取扱い） 

第五条の五 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の

募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及

び労働者供給を受けようとする者（次項において「公共職業安定所等」という。）は、

それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の

個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」という。）を収集し、保管し、

又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で

定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当

該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の
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同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 

 

 
■安定法（事業報告等） 

第三十二条の十六 

３ 有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事

業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者

（期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。）のうち離職した者（解雇により離

職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。）の数、手数料に関する事項その他厚

生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。 

 
 
 
 



派遣元事業主の皆さまへ

人材サービス総合サイトを積極的にご活用ください！

令和３年４月１日より、派遣元事業主による情報提供の法的義務がある全ての情報について、
原則として、常時インターネットの利用により広く関係者に提供することとされています。

これを踏まえ、人材サービス総合サイトについても、情報提供が必要な全ての項目について、
直接入力による掲載申込みを可能としています。

令和３年３月29日から情報提供機能を拡充しています。

マージン率等の情報提供

令和３年４月１日より、以下の①～⑧の情報について、原則としてインターネット
の利用により広く関係者に情報提供することが必要となっています。

【労働者派遣法第23条第５項、労働者派遣法施行規則第18条の２第１項、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針第２の16 】

関係者が派遣元事業主を選択しやすくなるよう、インターネットの利用にあたって
は、自社のホームページのみならず、厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイ
ト」の積極的な活用をお願いします。

情報提供が必要な事項・方法

「人材サービス総合サイト」より情報をご提供ください。
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/

情報提供が必要な事項

① 派遣労働者数

② 派遣先件数

③ 派遣料金の平均額

④ 派遣労働者の賃金の平均額

⑤ マージン率

➅ 労使協定の締結状況

⑦ キャリア形成支援制度に関する事項

⑧ その他の情報

都道府県労働局 1

https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/


都道府県労働局

☑ 派遣労働者数
☑ 派遣先件数
☑ 派遣料金の平均額
☑ 派遣労働者の賃金の平均額
☑ マージン率
☑ 労使協定の締結状況
☑ キャリア形成支援制度に関する事項
☑ その他の情報

直接入力により掲載可能な項目

2

「人材サービス総合サイト」への掲載にあたっては、直接入力により掲載す
る方法の積極的な活用をお願いします。

人材サービス総合サイト入力方法

「掲載の申込・事業共通」をクリックします。

特に、
・派遣料金の平均額
・派遣労働者の賃金の平均額
・マージン率
・労使協定の締結
の直接入力をお願いします。



掲載申込（事業共通）画面入力方法（例：直接入力の方法）

マージン率の平均額と時点を入力します。

3

掲載内容を登録・変更する場合、チェックします。
未チェックの場合、掲載申込みの対象外となります。

掲載内容を登録・変更する場合、チェックします。
未チェックの場合、掲載申込みの対象外となります。

派遣料金の平均額と時点を入力します。

掲載内容を登録・変更する場合、チェックします。
未チェックの場合、掲載申込みの対象外となります。

賃金の平均額と時点を入力します。

掲載内容を登録・変更する場合、チェックします。
未チェックの場合、掲載申込みの対象外となります。

派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する
事項に掲載したい内容について、入力します。



直接入力が行われている場合の検索結果（イメージ）

【問い合わせ先】 都道府県労働局
労働局名 課室名 電話番号 労働局名 課室名 電話番号

北海道 需給調整事業課 011-738-1015 滋 賀 需給調整事業室 077-526-8617

青 森 需給調整事業室 017-721-2000 京 都 需給調整事業課 075-241-3225

岩 手 需給調整事業室 019-604-3004 大 阪 需給調整事業第一課 06-4790-6303

宮 城 需給調整事業課 022-292-6071 兵 庫 需給調整事業課 078-367-0831

秋 田 需給調整事業室 018-883-0007 奈 良 需給調整事業室 0742-88-0245

山 形 需給調整事業室 023-676-4618 和歌山 需給調整事業室 073-488-1160

福 島 需給調整事業室 024-529-5746 鳥 取 職業安定課 0857-29-1707

茨 城 需給調整事業室 029-224-6239 島 根 職業安定課 0852-20-7017

栃 木 需給調整事業室 028-610-3556 岡 山 需給調整事業室 086-801-5110

群 馬 需給調整事業室 027-210-5105 広 島 需給調整事業課 082-511-1066

埼 玉 需給調整事業課 048-600-6211 山 口 需給調整事業室 083-995-0385

千 葉 需給調整事業課 043-221-5500 徳 島 需給調整事業室 088-611-5386

東 京 需給調整事業第一課 03-3452-1472 香 川 需給調整事業室 087-806-0010

神奈川 需給調整事業課 045-650-2810 愛 媛 需給調整事業室 089-943-5833

新 潟 需給調整事業室 025-288-3510 高 知 職業安定課 088-885-6051

富 山 需給調整事業室 076-432-2718 福 岡 需給調整事業課 092-434-9711

石 川 需給調整事業室 076-265-4435 佐 賀 需給調整事業室 0952-32-7219

福 井 需給調整事業室 0776-26-8617 長 崎 需給調整事業室 095-801-0045

山 梨 需給調整事業室 055-225-2862 熊 本 需給調整事業室 096-211-1731

長 野 需給調整事業室 026-226-0864 大 分 需給調整事業室 097-535-2095

岐 阜 需給調整事業室 058-245-1312 宮 崎 需給調整事業室 0985-38-8823

静 岡 需給調整事業課 054-271-9980 鹿児島 需給調整事業室 099-803-7111

愛 知 需給調整事業第一課 052-219-5587 沖 縄 需給調整事業室 098-868-1637

三 重 需給調整事業室 059-226-2165
4

検索結果のイメージ

（R4.6）

検索結果にマージン率等が掲載されます。


















